
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
７
３

市
で
は
、
平
成
17
年
度
に
お
い
て
、
加
茂
総

合
セ
ン
タ
ー
２
階
を
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
図

書
室
）
に
改
修
し
ま
す
。

生
涯
学
習
の
活
動
拠
点
と
し
て
の
機
能
の
充

実
を
図
る
た
め
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
整
備
検

討
委
員
会
を
設
置
し
、
次
の
み
な
さ
ん
に
委
員

を
委
嘱
し
ま
し
た
。

（
任
期：

平
成
17
年
３
月
31
日
ま
で
）

◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
７
３

市
で
は
、
読
書
活
動
の
推
進
と
市
内
図
書
館

や
図
書
施
設
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
図
る
た
め
、

雲
南
市
図
書
館
協
議
会
を
設
置
し
、
次
の
み
な

さ
ん
に
委
員
を
委
嘱
し
ま
し
た
。

（
任
期：

平
成
17
・
18
年
度
）

◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長

◎
坂
本
暢
子
さ
ん
（
旧
木
次
町
教
育
委
員
）、

○
小
川
真
里
さ
ん
（
掛
合
図
書
室
運
営
委
員

会
副
委
員
長
）
吉
井
傳
さ
ん
（
市
議
会
議
員
）、

山
田
肇
さ
ん
（
木
次
幼
稚
園
長
）、
福
田
郁
子

さ
ん
（
松
笠
小
学
校
長
）、
佐
藤
進
さ
ん
（
雲
南

市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
副
会
長
）、
友
塚
結
花
さ
ん

（
雲
南
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
女
性
委
員
）、

●
田
幸
栄
さ
ん
（
大
東
町
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
代
表
）、
藤
原
君
子
さ
ん
（
木
次
町

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
代
表
）、

堀
江
佳
代
子
さ
ん

（
三
刀
屋
小
学
校

読
み
聞
か
せ
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
代

表
）、

大
島
二
三
恵
さ
ん

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

代
表
）、

鍔
木
篤
さ
ん
（
旧

加
茂
町
教
育
委

員
）

総
務
部
管
財
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
２
５

次
の
業
種
に
つ
い
て
指
名
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
の
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

■
受
付
業
種

建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務

■
申
し
込
み
受
付
期
間

８
月
15
日
（
月
）
〜
８
月
25
日
（
木
）

■
受
付
場
所

総
務
部
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
）

■
そ
の
他

要
項
、
必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
雲
南
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
部
管

財
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

平
成
17
年
10
月
１
日
に
福
祉
医
療
・
乳
幼
児

医
療
費
助
成
制
度
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
次
の
と
お
り
申
請
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
制
度
改
正
の
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま

し
て
は
市
報
７
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

■
福
祉
医
療
証
に
つ
い
て

交
付
申
請
の
手
続
き
を
８
月
に
行
い
ま
す
。

対
象
者
の
方
へ
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
際
に
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の
に
つ
い

て
は
、
申
請
書
を
送
付
す
る
際
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

ま
た
、「
福
祉
医
療
対
象
者
（
母
子
家
庭
）」

の
見
直
し
に
よ
り
、
新
た
に
父
子
家
庭
が
対
象

に
加
わ
り
ま
し
た
。

父
子
家
庭
で
福
祉
医
療
の
対
象
に
な
る
と
思

わ
れ
る
方
（
所
得
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
父

子
）
は
印
鑑
と
加
入
保
険
証
を
ご
持
参
の
う
え
、

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
乳
幼
児
等
医
療
証
に
つ
い
て

制
度
改
正
に
伴
い
、
３
歳
以
上
小
学
校
就
学

前
の
幼
児
に
つ
い
て
は
、
乳
幼
児
等
医
療
証
交

付
申
請
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

交
付
申
請
の
手
続
き
を
８
月
に
行
い
ま
す
。

対
象
者
の
方
へ
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
際
に
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の
に
つ
い

て
は
、
申
請
書
を
送
付
す
る
際
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

な
お
、
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
方
に
つ
い
て

は
、
９
月
中
に
新
し
い
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。

■
申
請
受
付
窓
口

福
祉
医
療
、
乳
幼
児
等
医
療
と
も
に
各
総
合

セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
、
ま
た
は
市
民
生
活
課

で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

松
江
社
会
保
険
事
務
所

０
８
５
２
・
２
６
・
２
８
０
０

松
江
社
会
保
険
事
務
所
に
よ
る
年
金
相
談
所

が
次
の
日
程
で
開
設
さ
れ
ま
す
。
厚
生
年
金
・

国
民
年
金
の
こ
と
な
ど
で
相
談
し
た
い
方
は
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
前
に
連
絡
さ
れ
る
と
厚
生
年
金
受

給
手
続
き
等
も
受
付
け
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
松
江
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
日
　
時

8
月
18
日
（
木
）

時
間
は
10
時
〜
12
時
・
13
時
〜
15
時
で
す

■
会
　
場

三
刀
屋
総
合
セ
ン
タ
ー

■
持
参
品

夫
婦
の
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
職
歴
書
、

印
鑑
な
ど

※
代
理
の
方
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。
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市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

ま
た
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま
で

年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、
次
の
届
出
が
必

要
で
す
。

■
誕
生
月
が
来
た
時
は

【
年
金
受
給
者
現
況
届
】

年
金
を
引
き
続
き
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年

誕
生
月
の
末
日
ま
で
に
「
年
金
受
給
者
現
況
届
」

（
現
況
届
）
を
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
へ
届

け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
現
況
届
」
は
、

受
給
者
の
誕
生
月
の
初
め
に
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、
ご
自

身
の
住
所
・
氏
名
他
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
た
現
況
届
に
よ
り
、
引
き
続
き
年

金
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し

ま
す
の
で
、
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
年
金

の
支
払
い
が
止
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ

ず
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

■
住
所
が
変
わ
っ
た
時
は

【
受
給
権
者
住
所
・
支
払
機
関
変
更
届
】

お
住
ま
い
の
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
、
あ
る

い
は
、
そ
れ
に
伴
い
年
金
の
受
け
取
り
を
希
望

す
る
金
融
機
関
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
お
近
く

の
総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま
た
は
、
市
役

所
市
民
生
活
課
へ
「
受
給
権
者
住
所
・
支
払
機

関
変
更
」
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
年
金
証
書
を
無
く
し
た
時

【
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
】

年
金
証
書
は
、
基
礎
年
金
番
号
や
、
年
金
コ

ー
ド
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
年
金
受
給
権
者
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。
無
く
し
た

り
、
汚
し
た
り
し
た
時
は
、
お
近
く
の
総
合
セ

ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま
た
は
、
市
役
所
市
民
生

活
課
へ
「
年
金
証
書
再
交
付
申
請
」
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
年
金
証
書
は
、
各
種
の
届

出
や
、
年
金
相
談
の
と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

■
名
前
が
変
わ
っ
た
時

【
年
金
受
給
権
者
氏
名
変
更
届
】

結
婚
や
、
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
り
、
氏
名
が

変
わ
っ
た
と
き
は
、
年
金
証
書
を
お
持
ち
の
上
、

お
近
く
の
総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま
た

は
、
市
役
所
市
民
生
活
課
へ
「
年
金
受
給
権
者

氏
名
変
更
」
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
け
に
は
、
証
明
欄
に
市
町
村
長
の
証

明
を
受
け
る
か
、
ご
自
身
の
戸
籍
抄
本
あ
る
い

は
謄
本
を
添
え
て
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

処
理
が
終
わ
り
ま
す
と
、
新
し
い
氏
名
が
記
載

さ
れ
た
年
金
証
書
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

出
雲
児
童
相
談
所

０
８
５
３
・
２
１
・
０
０
０
７

ま
た
は
雲
南
市
児
童
女
性
相
談
室

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
４
６

雲
南
地
区
定
期
児
童
巡
回
相
談
を
行
い
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
　
時

8
月
17
日
（
水
）

相
談
時
間
　
10
時
〜
16
時

■
会
　
場

加
茂
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
か
も
て
ら
す
）

※
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
出
雲
児
童
相
談

所
か
雲
南
市
児
童
女
性
相
談
室
へ
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
４
４

ま
た
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
母
の
離
婚
な
ど
に

よ
り
父
親
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い
な
い
児
童

の
母
、
ま
た
は
父
が
身
体
な
ど
に
重
度
の
障
害

が
あ
る
児
童
の
母
、
あ
る
い
は
母
に
か
わ
っ
て

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
対
し
、
児
童

の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

■
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
に
達
す
る
日

以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
監
護

し
て
い
る
母
、
ま
た
は
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
が
受
給
で
き
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
児
童
な
ど

※
他
に
も
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
の
方
法

各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
役
所
子
育

て
支
援
課
で
請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
こ
ん
な
時
に
も
届
け
出
を

①
婚
姻
し
た
場
合
（
届
け
出
を
し
て
い
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と

き
を
含
み
ま
す
。）

②
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
場
合

③
児
童
の
父
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

な
ど

■
そ
の
他

毎
年
８
月
に
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

※
手
当
の
額
や
所
得
制
限
な
ど
は
、
各
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
、
子
育
て
支
援
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

健
康
福
祉
部
長
寿
障
害
福
祉
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
４
２

ま
た
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
中
程
度
以
上
の

障
害
を
持
っ
た
児
童
の
す
こ
や
か
な
成
長
を
支

え
る
制
度
で
す
。

■
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度
以
上
の
障
害
の

あ
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
父
母
、
ま
た
は
父

母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方

に
対
し
、
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
次
の
方
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん

①
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

場
合

②
受
給
者
な
ど
の
前
年
所
得
が
所
得
制
限
額
を

超
え
る
場
合

③
児
童
が
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
て
い
る
場
合

④
児
童
ま
た
は
受
給
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を

有
し
な
い
場
合

■
手
続
き
の
方
法

各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
長
寿
障
害
福

祉
課
へ
必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■
そ
の
他

毎
年
８
月
に
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

※
手
当
の
額
や
所
得
制
限
、
そ
の
他
不
明
な
点

は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
、
長
寿
障

害
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

雲
南
市
図
書
館
協
議
会
委
員
の
紹
介

年
金
受
給
者
の
届
出
に
つ
い
て

定
期
児
童
巡
回
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

年
金
相
談
所
開
設
に
つ
い
て

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

整
備
検
討
委
員
会
委
員
の
紹
介

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

追
加
受
付
に
つ
い
て

福
祉
医
療
証
・
乳
幼
児
等
医
療
証
の

交
付
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

◎
鍔
木
篤
さ
ん
、
○
久
我
俊
子
さ
ん
、
石
飛

安
弘
さ
ん
、
原
田
誠
さ
ん
、
槙
原
茂
さ
ん
、

速
水
広
子
さ
ん
、
舟
木
五
月
さ
ん
、

藤
原
弘
子
さ
ん
、
河
口
裕
子
さ
ん



健
康
福
祉
部
長
寿
障
害
福
祉
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
４
２

ま
た
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

■
特
別
障
害
者
手
当
と
は

20
歳
以
上
で
、
著
し
く
重
度
の
障
害
が
あ
る

た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要

と
す
る
在
宅
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
所
得

制
限
あ
り
）

障
害
者
年
金
や
障
害
者
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
て
も
併
給
で
き
ま
す
が
、
施
設
入
所
中
ま

た
は
継
続
し
て
３
か
月
以
上
入
院
の
場
合
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

月
額
2
6，
5
2
0
円

（
２
・
５
・
８
・
11
月
に
支
給
）

■
そ
の
他

毎
年
８
月
に
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

※
不
明
な
点
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
、
長
寿
障
害
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

市
民
部
環
境
対
策
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
３

使
わ
な
い
電
化
製
品
の
コ
ン
セ
ン
ト
は
抜
い

て
い
ま
す
か
？

テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
を
使
わ
な
い
と
き
で
も
、

コ
ン
セ
ン
ト
を
入
れ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、

電
気
を
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
待
機
電

力
と
呼
ば
れ
、
家
庭
に
お
け
る
電
力
消
費
の
う

ち
10
〜
15
％
程
度
は
、
待
機
電
力
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

省
エ
ネ
の
基
本
は
、「
使
わ
な
い
と
き
は

（
ス
イ
ッ
チ
・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
を
）
消
す
・

抜
く
こ
と
」
で
す
。

建
設
部
都
市
建
築
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
６
４

こ
の
制
度
は
、
が
け
地
な
ど
住
民
の
生
命
に

危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
場
所
に
建
っ
て
い

る
住
宅
を
安
全
な
場
所
に
移
転
す
る
た
め
、
国

と
地
方
公
共
団
体
が
移
転
者
に
危
険
住
宅
の
除

去
等
に
要
す
る
経
費
と
新
た
に
建
設
す
る
住
宅

（
購
入
も
含
む
）
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
補

助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

危
険
住
宅
と
は
、
が
け
地
の
崩
壊
、
土
石
流
、

な
だ
れ
及
び
地
す
べ
り
の
危
険
が
著
し
い
区
域

で
、
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共

団
体
が
条
例
で
指
定
し
た
災
害
危
険
区
域
、
ま

た
は
建
築
を
制
限
し
て
い
る
区
域
内
に
あ
る
住

宅
で
す
。《
た
だ
し
、
条
例
制
定
（
昭
和
35
年

10
月
４
日
）
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
で
増
築

が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。》

が
け
地
、
地
す
べ
り
等
で
住
宅
の
移
転
を
お

考
え
の
方
は
９
月
16
日
（
金
）
ま
で
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

13 12

市
民
部
環
境
対
策
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
３

６
月
24
日
、
平
成
17
年
度
第
１
回
雲
南
市
環

境
審
議
会
が
開
催
さ
れ
、
20
名
の
委
員
の
み
な

さ
ん
に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

審
議
会
で
は
、
合
併
に
よ
り
雲
南
市
環
境
審

議
会
が
引
き
継
い
だ
旧
掛
合
町
環
境
保
全
審
議

会
の
経
過
説
明
の
後
、
環
境
関
連
諸
計
画
の
策

定
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
心
身
と
も
に
健

康
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
保
全
す

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
審
議
を
行
い
ま
す
。

【
雲
南
市
環
境
審
議
会
委
員
の
み
な
さ
ん
】

敬
称
略
（
出
身
な
ど
）

■
会
長

伊
藤
勝
久
（
島
根
大
学
教
授
）

■
会
長
職
務
代
理
者

村
尾
晴
子
（
市
議
会
議
員
）

■
委
員

建
設
部
業
務
管
理
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
６
１

ま
た
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
管
理
課
ま
で

市
で
は
入
居
可
能
な
空
家
住
宅
に
つ
い
て
、

基
本
的
に
隔
月
（
偶
数
月
　
４
、
６
、
８
、
10
、

12
、
２
月
）
に
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。
募
集

期
間
は
当
該
月
の
５
日
か
ら
１
週
間
と
し
、
そ

の
期
間
以
外
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

次
回
の
募
集
期
間
は
8
月
5
日
頃
か
ら
１
週

間
で
す
。

具
体
的
な
空
室
に
つ
い
て
は
、
８
月
初
め
に

放
送
等
で
周
知
を
し
ま
す
。
申
込
方
法
、
入
居

資
格
等
に
つ
い
て
は
、
建
設
部
業
務
管
理
課
ま

た
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
管
理
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
グ
ラ
ン
デ
だ
い
と
う
、
ベ
ル
ポ
ー
ト

き
す
き
な
ど
の
若
者
定
住
向
け
公
社
賃
貸
住
宅

に
つ
い
て
は
、
随
時
入
居
申
し
込
み
の
登
録
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
空
室
が
発
生
し
だ
い
登

録
順
位
に
よ
り
入
居
で
き
ま
す
。

建
設
部
都
市
建
築
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
６
４

大
東
町
の
大
木
原
地
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協

議
会
で
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
の
商
業

施
設
等
の
立
地
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

出
店
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
大
木
原
土
地
区

画
整
理
事
業
現
場
事
務
所
内
　
ま
ち
づ
く
り
推

進
協
議
会
事
務
局
（

０
８
５
４
・
４
３
・
８
０

２
２
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

雲
南
市
議
会
事
務
局

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
０
４

雲
南
市
議
会
事
務
局
で
は
、
雲
南
市
議
会
会

議
録
及
び
議
案
書
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
っ

て
い
ま
す
。

■
会
議
録
・
議
案
書
の
内
容

平
成
16
年
12
月
か
ら
平
成
17
年
３
月
ま
で
に

開
催
さ
れ
た
定
例
会
と
臨
時
会

■
縦
覧
場
所

雲
南
市
議
会
事
務
局
ま
た
は
、
各
総
合
セ
ン

タ
ー
総
合
調
整
課

雲
南
保
健
所
　
０
８
５
４
・
４
２
・
９
６
４
２

雲
南
保
健
所
で
は
、
自
分
自
身
の
心
の
健
康

を
考
え
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者
の
方
の
生

活
や
社
会
参
加
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

育
成
す
る
研
修
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

■
研
修
日
程

○
第
1
回
　
9
月
9
日
（
金
）

講
義
「
雲
南
保
健
所
の
精
神
保
健
業
務
に
つ

い
て
」、「
精
神
疾
患
に
つ
い
て
」

○
第
2
回
　
9
月
２９
日
（
木
）

講
演
「
精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

は
」、
体
験
学
習
「
人
と
の
接
し
方
」

○
第
3
回
　
施
設
見
学
と
交
流

け
や
き
の
郷
・
さ
く
ら
ん
ぼ
・
し
ゃ
ぼ
ん
だ

ま
工
房
・
せ
せ
ら
ぎ
の
家
の
い
ず
れ
か
で
交
流

を
し
ま
す
。

○
第
4
回
　
１０
月
２７
日
（
木
）

研
修
「
地
域
で
安
心
し
て
生
活
す
る
に
は
」、

体
験
発
表

※
講
演
は
13
時
10
分
〜
16
時
15
分
ま
で

■
研
修
場
所

い
ず
れ
の
研
修
も
雲
南
保
健
所
（
木
次
町
里
方
）

■
申
込
締
切

８
月
24
日
（
水
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
雲
南
保
健
所
ま
で

雲
南
保
健
所

０
８
５
４
・
４
２
・
９
６
３
６

島
根
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

０
８
５
３
・
２
１
・
３
５
８
４

ま
た
は
島
根
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課

０
８
５
２
・
２
２
・
６
１
３
０

■
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
と
は

こ
の
事
業
は
、
不
妊
症
の
た
め
、
子
ど
も
を

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
夫
婦
に
対
し
て
、
治
療

費
が
高
額
で
あ
る
体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精

（
特
定
不
妊
治
療
）
に
つ
い
て
、
そ
の
医
療
費

の
一
部
を
助
成
す
る
事
業
で
す
。

■
対
象
と
な
る
方

次
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
方

①
法
律
上
の
夫
婦
で
、
島
根
県
内
に
住
所
の
あ

る
方
（
夫
ま
た
は
妻
の
一
方
で
も
可
）

②
体
外
受
精
、
顕
微
授
精
以
外
の
治
療
法
で
は
妊

娠
が
望
め
な
い
と
医
師
の
診
断
が
あ
っ
た
方

③
指
定
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
た
方

※
指
定
医
療
機
関
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

④
夫
及
び
妻
の
前
年
の
所
得
の
合
計
が
650
万
円

未
満
の
方

※
所
得
額
は
、
夫
婦
の
収
入
額
か
ら
必
要
経
費

（
給
与
所
得
控
除
額
）
及
び
そ
の
他
諸
控
除

額
を
差
し
引
い
た
額
に
な
り
ま
す

⑤
平
成
17
年
４
月
１
日
以
降
に
治
療
を
終
了
さ

れ
た
方

申
請
の
方
法
や
助
成
額
、
ご
相
談
な
ど
詳
し
く

は
、
雲
南
保
健
所
・
島
根
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン

タ
ー
・
島
根
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課
ま
で

大
木
原
地
区
ま
ち
づ
く
り

推
進
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

雲
南
市
議
会
会
議
録
・

議
案
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

平
成
１７
年
度
精
神
保
健
福
祉

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
の
ご
案
内

市
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
に
つ
い
て

特
別
障
害
者
手
当
に
つ
い
て

雲
南
市
環
境
審
議
会
開
催

得
す
る
省
エ
ネ
対
策

地
球
温
暖
化
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅

移
転
事
業
に
つ
い
て

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転
事
業
制
度

危
険
住
宅

み
ん
な
で
省
エ
ネ
に

努
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

加茂町の町民体育大会は、町民総出のイベ
ントとして実施されてきました。
合併後の大会開催については、地域のまち
づくりを推進する加茂地域委員会でも協議い
ただき、これまでの行政主体の運営から、住
民主体の運営とし、合併後真に住民のための
大会となるよう継続すべきとの意見をいただ
きました。

住民主体の実行組織とするため、地域自主
組織、体育指導員、体育協会、学校等地域が
一体となって取り組んでいくことといたしま
した。

●●●雲南市加茂町町民体育大会継続実施について●●●

お問い合わせ　加茂総合センター自治振興課　 0854－49－8601
お問い合わせ　教育委員会　加茂教育分室　　 0854－49－8510

●期　日　平成17年10月2日（日）
●会　場　加茂中央公園多目的広場

※休みが続きます。ごみを少なくするよう心掛けましょう。
また、ごみに出すときは、次のことを守ってください。

●分別を完全にしてください。
●新聞紙、ダンボール類はリサイクルに出してください。
●生ごみは水切りを充分にしてください。
●カセット式ボンベ・スプレー缶は必ず穴を開けガスを完全
に抜いてください。

掛合町・吉田町 
可燃ごみ・不燃ごみ 
通常通りの収集地区 

月　日 
 

8月12日（金） 
8月13日（土） 
8月14日（日） 
8月15日（月） 
8月16日（火） 
8月17日（水） 

可燃ごみ 
通常通りの収集地区 

休ませていただきます 
休ませていただきます 

以降、通常通りの 
収集地区 

以降、通常通りの 
収集地区 

持込のみの受付 
以降、予定表どおり 

不燃ごみ 
予定表どおり 

大東町・加茂町・木次町・三刀屋町 

お盆期間中の可燃ごみ・不燃ごみ収集日のお知らせ

お問い合わせ　雲南エネルギーセンター　　 0854－49－6332 雲南リサイクルプラザ　　 0854－42－3391
いいしクリーンセンター　　 0854－72－9217 市民部環境対策課　　　　 0854－40－1033

危険住宅 

市・町・村 
…補助金1/4

県 
…補助金1/4

国 
…補助金1/2 

除　却 
補助金 

移　転 

新しい住宅 

星
野
　
智
（
市
議
会
議
員
）、
安
田
幸
伸

（
雲
南
保
健
所
環
境
衛
生
部
長
）、成
相
克
道

（
雲
南
市
商
工
会
協
議
会
副
会
長
）、

竹
下
克
美
（
雲
南
農
業
協
同
組
合
総
務
部

長
）、
川
津
郁
三
（
斐
伊
川
漁
業
協
同
組
合

第
３
理
事
）
・
石
橋
大
造
（
大
原
郡
森
林

組
合
代
表
理
事
組
合
長
）、
上
代
周
二
（
大

東
町
）、
中
西
靜
子
（
大
東
町
）、

佐
藤
正
則
（
加
茂
町
）、
基
常
恵
子
（
加
茂

町
）、
江
角
安
正
（
木
次
町
）、
石
飛
友
江

（
木
次
町
）、
景
山
　
忍
（
三
刀
屋
町
）、

星
野
恵
美
子
（
三
刀
屋
町
）、
芝
原
善
夫

（
吉
田
町
）、
大
島
伴
江
（
吉
田
町
）、

石
橋
義
明（
掛
合
町
）、安
部
智
子（
掛
合
町
）


